
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

平成30年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 日本伝統文化協議会

1 事業の成果

スポーツや清掃活動を通 じて、子供たちが地域 と、地域の人々と世代を超えて触れ合 うことで、自

分たちの暮 らす町や人、そ して安心 してスポーツを楽 しむことができる自然や平和の大切さを感 じて

もらうきっかけ作 りができた。また2019年 ラグビーワール ドカップ日本開催を控え、世界の人々を

迎えるにあた り、ラグビー体験会や交流会の活動を通 して、日本の伝統文化の大切 さを再認識 してもら

うような活動に取 り組めた。寺子屋の活動も工夫しながら継続 しておこなっていきたい。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業               (事 業費の総費用 【    】千円)

足駄に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

子供の健全育
成を図る事業

公 民館 にお け る寺子屋
(学習指導)開催

事業年度内

の毎週火曜

日・金曜 日

20:00
ヽ 21:3
0

牟礼東地

区公会堂

スタッフ

3名

三鷹市・
杉並区・
世田谷区
の中学生

15名 250

まちづ くりの
推進 を図る活
動

三鷹市牟礼・井の頭近隣
清掃活動

不定期

土 日長 期

休 み 前 な

ど

三鷹市牟

礼・井の

頭

スタッフ

3名

牟礼・井

の頭在住

在勤者

2,000名

青少年のため
のスポーツ振
興事業

ニゥクため
の体幹トレー

毎週 日曜

日(雨 天

除 く)

MKフ ィ

ール ド・国

学 院 大 学

久我山第 3

グラン ド

スタッフ

2名

三鷹市・杉

並区・世田

谷 区 の 幼

児・小学生

幼児 10
名・小学
生 30名

350

青少年のため
のスポーツ振
興事業

三鷹市、_三鷹市教育委員
会、三鷹青年会議所主催
におけるイベン ト内での
ラグビー体験を開催

平 成 30
年 9月 1

日(土 )

味 の 素 ス

タジアム

スタッフ

15名

味の素スタ
ジアム周辺
(三鷹市、調
布市、府中
市)の幼児・
小学生・中
学生 。高校
生・保護者

幼児 100
名 ウ」ヽ学生
200名 ・
中学生 50
名・高校生
3名 ・保護
者 250名

青少年のため
のスポーツ振
興事業

三鷹市 :三鷹市教育委員
会・三鷹市スポーツと文
化財団主催におけるタグ
ラグビー・ラグビー体験
会を開催

平 成 30
年 10月
7日 (日 )

三 鷹 中 央

防災公園・

SUBARU 総

合 ス ポ ー

ツ セ ン タ

スタッフ

8名

三 鷹 市 の

幼児・小学

生 ・ 中 学

生 。大人

忽』 .力、♀
生 200
名・中学生
30名・大
人 10名

スポーツを通
じた地域交流

国学院久我山高校サ ッカ
ー部後援会主催における
大会協力

平 成 30
年 12月
2日 (日 )

国 学 院 大

学 久 我 山

高 等 学 校

グラン ド

スタッフ

3名

杉 並 区 久
我 山 近 隣
区域 中 学
生・ 保 護
者・サ ッカ
ー関係者

中 学 生 1

25名・保

護 者 30
名・サッカ
ー 関 係 者
50名

青少年のため
のスポー ツ振
興事業

三鷹市立小学校の授業に
てタグラグビー出前教室
の開催

平成 31年
1月 ～ 2
月、令和 1

年 5月 ～ 6
月の期間で
選 1回 ～ 4
回 驀]

スタッフ

5名

各 小 学 校

の 3年 生

2ク ラス

1回 80名



スポーツを通
じた地域交流

三鷹市協力のもと二鷹 ラグビ
ー協会を主 として、サ ッカー、
ラグビー、タッチフッ トボー
ル、タグラグビーの体験会及
び招待試合

平 成 31
年 3月 2

1日 (祝・

木)

大 沢総 合

グランド

スタッフ

15名

三 鷹 市 近

隣の幼児・

小学生・中
学生 。高校
生・大人 鱚i

幼児・青少年
のためのスポ
ーツ振興事業

(公財)日 本ラグビーフッ
トボール協会、東京都 ラ
グビーフッ トボール協会
主催における全国一斉ラ
グビー体験会を開催

令 和 1年
5月 26
日(日 )

国 学 院 大
学 久 我 山
第 ニ グ ラ
ン ド及 び
MKフ ィー

ル ド

スタッフ

15名

三 鷹 市 近

隣の幼児・

小学生

幼 児 60
名 切 学ヽ生
150名

青少年のため
のスポーツ振
興事業及びス
ポーツを通 じ
た地域交流

関東
ル協
協力
ビー

ラグビーフッ トボー
会主催における大会
及び関東地域のラグ
チームとの交流

令 和 1年
7月 13
日・ 14
日・ 15日

長 野 県 上

田 市 菅 平
高 原 サ ニ

ア パ ー ク
ラ グ ビー

場

スタッフ

12名

関 東 地 域

の幼児・小

学生・

幼 児 10
0名・小生
1,500名 ・

大 人 400
名

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 13号 (法第 28条関係)

静ス30年度 活動計算書 (その他事業が∠墨:上場合)

平成 30年 8月 1日 から令和1年 7月 31日 まで

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本伝続文化協議会

1単位 :円
金  :饉 小計・合計

A
1

正会員受取会費
賛助会員受取会費

2

受取寄附金
施設等受入評価益

3
受取補助金

4

事業収益
事業収益

5 の

受取利息

120,000
120.000

126,000
126.000

0

0

1

1

246.001

1

1

給料手当
報酬額
退職給付費用
福利厚生費

2
会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

2
(1)人

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

2 の

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

601,728

601.728

0

6101.728

0

0

601,728

当 期 常 増 〕 額 A B -355.727

C

過年度損益修正益

D

固

災害損失

当 期 E常 外 , 滅 C D

法人税、住民
正

及

+ -355.727

-1.113.455
-1.469.182

議  タ

・ ・ ・(2
」1 1 産  増 ) ・ ・ ・(9

④

⑥

崩  

“

: 颯i(3)― ( |+|



書式第 15号 (法第 28条関係 )

摯だ30年度 貸借対照表
令和元年 7月 31日 現在

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 日本伝統文化協議会

金   額 小計・ 合計
A の

1

現金預金

未収金

棚卸資産

2
(1 ) 形 固

車両運搬具
什器備品

(2)無形固
ソフ トウェア

借地権

3) その の

敷金
長期貸付金

345,360

345.360

345.360

【A】 資 産 合 計 ①+②

B-1
1

未払金

預 り金

2

長期借入金
退職給付引当金

1,814,542

1.8:4.542

B-2 正 の

正

当 正味財

-1,113,455
-355,727

-1.469.182

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 345.



1

言■
■手 16号 法 28

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準

(1)棚 卸資産の評価基準及び評価方法

(2)固 定資産の減価償却の方法

(3)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

引当金

(4)施設の提供等の物的サー ビスを受けた場合の会計処理

(5)消 費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっています。

2.事 業別損益の状況

平泳沖0年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人  日本伝統文化協議会

によっています。

科 目
事業 事業 事業 事業

事業部門計 管理部門 合計

120,000

126,000126,000
120,000

126,000 120,001 246,001

600,000600,000

600,000600,000

1,7281,728
1,7281,728

601,728601,728
-355,727120 001目順蜀 麗B 日

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.そ の他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当

報酬
退職給付費用

福利厚生費

人件費計
(2)そ の他経費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費

印刷製本費
手数料
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

算定方法内容 金額

3.施 設の提供等の物的サービスの受入の内訳
円 )



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

合計

4 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約 された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。
当法人の正味財産は   円ですが、その うち   円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は   円です。

5.固 定資産の増減内訳

6.借 入金の増減内訳

役員及びその近親者 との取引の内容
役員及びその近親者 との取引は以下の通 りです。

(単位 :円 )

科 目
計算書類に

計上 された
金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取引

(活動計算書)

受取寄付金

活動計算書計

(貸借対照表)

短期借入金

短期貸付金

貸借対照表計

126,000 0 0

126,000

1,814,542 1,814,542 1,814,542

1,814,542 1,814,542 1,814,542

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費 と管理費の按分方法

７
，

8

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産

投資その他の資産

敷金

合計

科 日 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
1,794,542 20,000 1,814,542
1,770,000 20,000 1,814,542

短期借入金

合計

その他の事業に係る資産の状況



書式第 17号 (法第28条関係)

平成30年度 財産目録

事 業 報 告 用

′]ヽ   書十

販売用寄附物品

○○市事業所

OO銀行

2

(1 )

):, a>

0 の

現金

|ギ1旨誼
金

普通預金

○○事業未収金
▲▲事業未収金

ソフ トウェア
オペ レーションシステム

文書編集ソフ ト

車両運搬具
事業用車両

敷金
OO市事業所

345.360

【A】 責 産 合 計 ①+② 345,360

:- 1

り

源泉徴収税

未払

1皐:雰綻量保険料

1,814,542

職 員

長期借入金
OO銀行借入金

【1

1_314_542

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 1.814.542

-1.469.132【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

‐ |■日 ‐ ■

■■■■■■

■■」■                                   ■■■■■■

■■■■■■

特定非営利活動法人日本伝統文化協議会



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

平成
｀30年度年間役員名簿 」1:篇輝ぢF槻絶難|:」,瑞潔職諸麗爆

所並

特 定 ブト営利 法人 日本伝統文化

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

ビ:各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該 当者のみに記入)氏   名

理 事 監 事

.,\, )-?= )- 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

4:   月   日

年  月  日波多野 誠

⌒

理ヽ事み監事
オオタニテツヤ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年

年

月

月

日

曰大谷哲也

′
~ヽ

ゝ二多ノ監事

スギウライッセイ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年  月  日

今=  月   日杉浦一生

4
´ ｀、

理ヽ多
'監

事
エ ビナヨシタカ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年

年

月

月

曰

日海老名義隆

カ トウユウスケ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年   月   日

年  月  日加藤祐介

監 事

)., /+3= 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年  月  日

年  月  日波多野キヨ子

7

ハヤシ トシアキ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年

年

月   日

月 曰林 俊明

8
⌒

理ヽ多メ監事
アダチフミヒコ 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年  月  日

年  月  日足達文彦

⌒

塁ヽ多′監事
サイ トウイサム 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年  月  日

年 月 日齋藤 勇

10 監 事

コウサカミツテル 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

年

年

月    日

月   日香坂光輝

　ヽ

　

´

∈)監事

⌒

く塁多′監事

理



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

平反30年度年間役員名簿 (前事業年度において■員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報醐の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人  日本 文化協議会

確認事項 (法第 20条及び第 21条 を確認の上、チェックを入れて ください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

ビ各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間
(該 当者のみに記入)氏   名

1

ノ´｀

理事 駐ヽ菫ノ
サダイケシン 平成 30年 8月 1日

令和 1年 7月 31日

4=   月   日

年  月  日定池 伸

理事・監事

年   月 日

日年 月

年  月  日

年  月  日

3 理事・監事

年   月 日

日年 月

年  月  日

年  月  日

4 理事・監事

年   月   日

年 月 日

年  月  日

年  月  日

5 理事・監事

年1   月   日

年  月  日

年 月

月

日

日年

6 理事・監事

年 月

月

日

日年

年   月   日

有:  月   日

7 理事・監事

年

年

月

月

日

日

資=   月   日

年 月 日

8 理事・監事

年   月   日

年 月 日

年   月   日

4=   月   日

9 理事・監事

年  月  日

年 月 日

==  
月   日

4=   月   日

10 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年   月   日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 日本伝統文化協議会

氏   名 住 所 又 は 居 所

1
波多野 誠

2 定池 伸

ｎ

）

小山 誡

4
大谷哲也

5
杉浦一生

6 海老名義隆

7 加藤祐介

8
波多野江利

9 林 俊明

10
島袋 カ

11

12


